
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 本店が移転した場合の調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：本店が移転した場合の調査手続きが改

正になったとか。どのようになったのです

か？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになりました。 

【解説】  

国税庁では、国税通則法の一部が改正され、

納税地の異動があった場合の質問調査権の行

使主体が整備されたことに伴って、さきごろ

国税の調査等の関係通達を一部改正しました。 

主な内容は次のとおりです。 

法人税等や消費税の調査通知があった後に

法人が本店の移転等をしたことによって納税

地が異動した場合は、必要に応じて異動前(旧

納税地 )の所轄税務職員等が異動後 (新納税

地)の税務職員等に代わって、その調査通知に

係る調査において、質問検査権を行使するこ

とができることとなりました。 

この取扱いは、令和３年７月１日以後、新た

に開始する調査、反面調査からとなっていま

す。 

また、旧納税地の税務署が調査を行う場合

は、調査通知で示された調査対象の税目、課税

期間に限定されないとし、たとえば、実地調査

において、調査通知をした課税期間以外の課

税期間について非違が疑われる場合には、そ

の調査通知をした課税期間以外の課税期間に

ついても、その調査通知をした課税期間と併

せて、異動前の納税地を所轄する税務職員等

が質問検査等を行うことができるとしていま

す。  
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